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１．計画策定にあたって

古座川町では平成１７年度に古座川町行財政計画を策定し、１．職員の意

識改革２．民間経営感覚による簡素・効率化３．町民と行政の協働を改革の

基本的方向に定めました。また、計画の中では職員数の目標について、定員

適正化計画を策定し取り組んだ結果、職員数の削減による人件費の減少に

よって一定の効果が現れています。

しかし、今後も少子高齢化による人口の減少は継続していくと予測され、

町税収入の伸びは期待できない状況にあり、歳入の主となる地方交付税は国

の動向により今後も更に減額となる見通しであります。 限られた財源の中で

施策事業を効率的に推進するため、、事務の効率化や組織の合理化などの見

直しを進める必要がありますが、権限委譲による事務の増加や、各種制度が

複雑化していく中、職員の健康への影響も懸念され、これ以上の大幅な職員

数の削減は困難であります。

また、現在の職員分布において、４０歳～６０歳の職員数が少なく２０歳

～４０歳の職員数が多くなっており職員の年齢構成は均衡を逸しています。



２．職員数の現状

　（１）職員数の推移

　　部門別職員数の状況と推移

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。
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職員数は過去５年間において退職者補充を基本に採用しているため均大きな変動はな

いものの、平成２７年４月からは機構改革による部門毎の変動があるほか、平成２８年

４月は民生部門の保育士４名採用による増加となっています。



　（２）年齢別職員構成の状況

平成29年4月1日現在

　（３）退職の状況

　（４）採用の状況
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年齢毎の職員構成は、２４歳から４０歳未満に偏在しており、今後は退職者の状況を

踏まえながら、年齢構成の平準化を考慮し段階的に見直す必要がある。

退職者の推移については、早期退職が増加傾向にある。

職員採用は退職者補充を基本としているが、平成２８年度は保育士４名の採用を実施

したほか、平成２８年・平成２９年は再任用による採用も実施している。また、平成２

５年度～２７年度は、医療職を３年間、定年延長制度を運用し、医師の確保に努めた。
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　（５）普通会計における類似団体別職員数（修正値）との比較
　部門別職員数の比較 平成29年4月1日現在

※地方公共団体定員管理調査より

３．定員管理計画

　（１）基本方針

　　①行政運営・事務事業の効率化

　　②職員能力の向上

　　③職員採用

　　④再任用制度、臨時・非常勤職員の活用

古座川町
類似団体職員数
（修正値）

超過数

議 会 2 2 0

総 務 ・ 企 画 16 21 -5

税 務 2 4 -2

民 生 9 14 -5

衛 生 5 6 -1

労 働 0 0 0

農 林 水 産 5 6 -1

商 工 1 2 -1

土 木 7 4 3

一 般 行 政 計 47 59 -12

教 育 6 6 0

消 防 0 0 0

普 通 会 計 計 53 65 -12

地方分権や社会情勢の変化に伴い、業務の多様化が進む中、限られた財源の中で効率

的な行政サービスを提供するため、 職員の人材育成に努めるとともに、町民の皆様の

ご要望に対応できる適正な行政組織の構築に取り組みます。

行政組織機構・事務事業を継続的に見直し、適正な職員配置及び事務の効率化・迅速

化に取り組みます。

限られた人材で効率的かつ効果的な行政運営を継続していくため、研修等への積極的

な参加を促進し、職員の資質向上をはかるとともに、人材育成基本方針に基づき、人事

評価制度等の活用により職員の業務遂行能力向上に努めます。

職員の採用については、退職者の補充を基本とし、職種や年齢構成を勘案して計画的

に実施します。中でも技術資格職員については、職員の確保が困難な状況が続いている

ため、退職者に関係なく継続的に募集を実施いたします。

豊富な知識や経験を活かせる業務への効果的な再任用制度の活用を図るとともに、臨

時職員・非常勤職員の活用については、法改正により会計年度任用職員への移行が想定

され、配置の必要性や雇用形態を十分に精査し適切な任用に努めます。



　（２）計画目標

　　①計画期間　　　平成３０年４月１日～平成３５年３月３１日

　　②職員の退職・採用計画

業務の多様化が進む中、限られた財源の中で効率的な行政サービスを提供するため、

職員の人材育成に努めるとともに、職員の退職による補充採用を基本とし、併せて再任

用制度及び臨時職員等を効果的に活用していく。

また、職員の年齢階層の偏在化を解消するとともに、技術資格職員の不足に対応する

ため、退職補充のない年度についても計画的な採用を実施していく。

採用 H30.4.1 退職 H31.3.31 採用 H31.4.1 退職 H32.3.31 採用 H32.4.1 退職 H33.3.31

職員数 0 68 0 68 2 70 2 68 2 70 0 70
職員数（再任用） 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0

計 1 70 1 69 2 71 2 69 2 71 1 70

今後５年間の計
画

H30 H31 H32

採用 H33.4.1 退職 H34.3.31 採用 H34.4.1 退職 H35.3.31

1 71 0 71 0 71 0 71
0 0 0 0 0 0 0 0

1 71 0 71 0 71 0 71
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職員数（再任用）

計

今後５年間の計
画

今後の町を取り巻く社会経済情勢等の変化により、計画の見直しが必要となる場合は、

適宜計画を見直すものとする。


